
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常国会 

 

 

【はじめに】 

梅の花が咲き始めました。 

春の到来ですね。 

さて、本日のテーマは「通常国会」です。 

政府は、1 月 24 日に招集した「通常国会」に 2025

年度予算案・税制改正関連法案・年金改革関連法案 

など 60 本の法案を提出しました。 

「通常国会」の会期は、1 月 24 日から 6 月 22 日 

までの 150 日間行われます。別名「150 日国会」と

呼ばれています。 

【通常国会の主な法案】 

 少数与党の石破茂政権は野党の協力がなければ 

可決できません。 

重要法案は衆議院の各委員会を舞台に議論を積

み重ねます。 

そして、修正含みで合意を探ることになります。 

反面、野党は政策を前進させるために、重責を 

負うことになります。 

 与党にとって、野党との協議は、予算案を年度内 

（3 月 31 日まで）に成立させることが最大の使命

となります。 

通常国会の主な法案と論点の一覧表 

①  2025 年度予算案 

一般会計総額 115.5 兆円。 

年度内（3 月 31 日まで）の 

成立を目指す。 

②  
税制改正 

関連法案 

所得税の「103 万円の壁」を 

123 万円に引き上げる。 

③  
年金改革 

関連法案 

基礎年金を底上げし、 

在職老齢年金の減額を緩和

する。 

④  
「能動的サイバー 

防御」法案 

国が平時から通信を監視し

サイバー攻撃を察知したら

自衛官・警察が未然に阻止 

する。 
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通常国会の主な法案と論点の一覧表 

⑤  
情報処理の促進

法など改正案 

ラピダスの次世代半導体 

生産を支援する。 

⑥  下請法改正案 

中小企業の取引適正化のた

め規制対象を拡大し、不適正

な代金決定を禁止する。 

衆議院は、与党会派だけでは過半数まで 13 議席 

足りません。 

 予算案・税制改正関連法案などを成立させるには、 

立憲民主党・日本維新の会・国民民主党のいずれかの 

賛成が必要になってきます。 

 自民・公明両党は、1 月 21～22 日にかけて、各党 

と個別に政調会長間で意見を交わしたと報道されて 

います。 

（1） 日本維新の会とは「教育の無償化」、国民 

民主党とは「年収 103 万円の壁引き上げ」 

など税制改正をめぐって協議にはいって 

います。 

（2） 立憲民主党は、低所得の年金生活者給付金 

で対応すると主張しています。 

（3） 頻発するサイバー攻撃を未然に防ぐため 

の「能動的サイバー防御」関連法案も成立

が急務となっています。 

平時から通信を監視し、サイバー攻撃の 

兆候を察知したら警察や自衛隊が攻撃側の

サーバーに入り込んで無害化する構想であ

ります。 

国民民主党が、前向きな姿勢を見せていま

す。同党は、2024 年 4 月に「サイバー 

安全保障案」を、国会に提出しております。 

(4)   企業の活動に関連するビジネス法案も 

控えています。 

政府は、法改正によって独立行政法人を 

通して、次世代半導体製造のラピダスに 

出資し、半導体の安定的な生産の支援を 

目指しています。 

(5)   中小企業の取引適正化のための下請法 

改正案も提出する予定です。 

≪代表社員 笹谷 俊道≫ 
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老後のために、「年金額を増やしたい」「積  

立をしたい」方のために iDeCo（イデコ。正 

式名称「個人型確定拠出年金」）があります。

公的年金に上乗せできる私的年金の一つで 

税制優遇のメリットもあります。 

2024 年 12 月からは、企業年金・共済に加入

しているかたの掛金の上限額が引き上げられ

るなど、iDeCo が活用しやすくなりました。 

iDeCo は、公的年金（国民年金・厚生年金）

とは別に任意で加入できる私的年金の一つ 

です。加入後は自分で決めた掛金額を積み 

立てて運用し、原則 60 歳以降に、年金とし 

て定期的に、一時金として一括して、又は  

それらを併用して老齢給付金を受け取るこ 

とができます。 

2024 年 12 月から、企業年金のうち確定 

給付企業年金(DB)・共済等の他制度に加入 

しているかたの iDeCo の掛金の上限額（拠  

出限度額）が、月額 1 万 2,000 円から月額 

2 万円に引き上げられました。  

加入の時、掛金の上限額を確認するため、

iDeCo 加入手続き時に勤務先に申請し、「事  

業主証明書」を入手する必要がありました。

2024 年 12 月から、個人口座から掛金を拠  

出する場合、勤務先に申請することなく、

iDeCo に加入できるようになりました。 

 

 

『iDeCo と NISA』 
iDeCo と NISA（少額投資非課税制度）  

はともに個人が利用できる制度ですが、 

その目的や制度の内容は異なります。 

例えば、iDeCo は NISA と異なり、掛金が  

所得控除の対象となり、所得税や住民税が 

軽減される一方、老後生活のための制度で 

あるため、原則 60 歳以降にならないと受  

け取ることができません。 

NISA は、資産運用の利益（売却益や配当） 

が非課税になる制度で、自由に売却して資金 

を引き出すことが可能です。 

なお、iDeCo と NISA の両方を利用するこ 

ともできます。 

老後の資産・中期的な資金ニーズに対応す

る等目的を踏まえ、ニーズに合わせて活用で

きます。 

＜河野＞ 

 

 

 

 

 

 

 

〇定額減税〇 

令和 6年は、定額減税が実施されました。 

これに伴い、確定申告書の様式が変更になりました。 

第一表では、㊹が定額減税の金額を記載する欄にな

ります。 

 

 

 

配偶者や扶養親族について定額減税を適用する人数

を人数欄に記載します。3万円×人数で定額減税額を 

計算し、金額を記載します。 

第二表では、『配偶者や親族に関する事項』のその他欄

に、定額減税適用者は『2』を記載します。 

※図は国税庁ＨＰより抜粋 

 

〇住宅ローン控除〇 

 令和 6年居住分の住宅ローン控除では、借入限度額が

最高 4,500万円に引き下げられました。 

特例対象個人に該当した場合には、従前の借入限度額

の最高 5,000万円となります。 

特例対象個人は、下記に該当する人です。 

・夫婦のいずれかが 40歳未満であること 

・19歳未満の扶養親族を有すること 

 

 令和 6年分確定申告の申告期限は、 

令和 7年 3月 17日（月）になります。 

所得税・消費税の法定納期限と振替日は下記の 

日程となります。 

所得税 

  法定納期限 令和 7年 3月 17日（月） 

  振替日   令和 7年 4月 23日（水） 

消費税 

  法定納期限 令和 7年 3月 31日（月） 

  振替日   令和 7年 4月 30日（水） 

＜森＞ 

 

 

 

 

【第 23回中央総研セミナーのご案内】 
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iDeCo 2024年 12月改正のﾎﾟｲﾝﾄ 確定申告の変更点 


